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令和４年第５回海老名市農業委員会定例総会 

 

 令和４年５月２０日「令和４年第５回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協議会

室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

 

1番 深澤 伸治    2番  宮䑓 功      3番 澤地 正典    4番 井上 勝     

5番 鈴木 守    6番 岩壁 正和   7番 三廻部 茂    8番 波多野 寛  

9番 市川 和美  10番 小松 佐一   11番 鈴木 徹     12番 橋本 保    

13番 青木 莊一  14番 牛村 律子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。 

 

15番 本多 洋   16番 大貫 信夫  17番 重田 政一  18番 西海 正義  

19番 西山 勝敏  20番 鴨志田ひろし 

 

事務局の出席は次のとおりである。 

 事務局長 中山 康一、主幹兼係長 草薙 砂織、主査 田辺 賢司、 

主任主事 槇田 晃 

 

会議事項は次のとおりである。  

 日程第１ 議案第23号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第24号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第３ 議案第25号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

日程第４ 議案第26号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第５ 議案第27号 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明について 

日程第６ 議案第28号 農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

審議事項は次のとおりである。  

  (１) 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 (２) 農地転用届出による専決処分について 
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会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は、１４名でございます。農地利用最適化推進委員６

名が出席していただいております。定足数に達しておりますので、会議は成

立いたしました。 

次に、農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員を指名さ

せていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ご異議なしということでございますので、10番委員、11番委員を指名させ

ていただきます。 

それでは、議案書３ページから５ページ、４．報告事項の（１）活動状況

について、（２）農地の異動状況について、を事務局から説明をお願いいた

します。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況を報告した） 

【議  長】 ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお伺いいた

します。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、報告事項ですので、この程度にさせていただきま

す。 

【議  長】  それでは、議案書５ページ、５．付議事項の日程第１、議案第２３号

 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号７について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主任主事】  受付番号７、申請地は、本郷字■■■■■■■■、登記簿地目、田、

現況地目、田、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりです。譲受人は、

本郷■■■■■、■■■■、譲渡人は、中野■■■■■■■■■、■■■

■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案

内図及び写真については、資料１－１でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。12番委員。 

【12番委員】  ただいま第３条の申請につきまして、この案件につきまして、先日、

代理人の方が来られまして説明を受けました。■■■さんについては、本

人夫婦、両親、それとパート数名を雇用している大規模な農業経営者でご
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ざいます。さらに規模拡大をしたいという趣旨でございまして、申請され

た農地については、見に行きましたところ、きれいに耕作されています。

問題はないと思っています。 

【議  長】  それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主任主事】  ■■■さんの農家世帯として、■■■■さん、妻の■■さん、お父様

の■■さん、お母様の■■■さんの４人が農業従事者だそうです。経営主

は、令和４年の農家台帳では■さんになっております。農業への従事状況

についてですが、■さんの農業経験年数は３３年、農業従事日数は３５０

日、妻の■■さんは農業経験年数は３３年、農業従事日数は３３０日、お

父様の■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は２５０日、お母

様の■■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は２５０日だそう

です。■■■さんの世帯の現在の農業経営面積につきましては、自作地は

田んぼが■■■■■平米、畑が■■■■■■■平米、合計、■■■■■■

■平米で、下限面積であります３０アールを超えております。機械につき

ましては、トラクター２台、田植機１台、コンバイン１台を所有しており

ます。また、取り決めに従い支障が出ないよう耕作する旨、申請書に記載

がありますし、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として特

に問題ないと思われます。そのほか、許可をすることができない場合が定

められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。こ

の案件に関して、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  現地調査班の意見をお伺いいたします。10番委員。 

【10番委員】  昨日、２班で現地調査をしてまいりました。写真にありますように、

ちょっと奥のほうなんでけれども、農地として適正に耕作されておりまし

たので、特に問題はありません。 

【議  長】  それでは、受付番号７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号７について、採決をさせていただきま

す。 
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 許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可といたします。 

 続きまして、受付番号８について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主任主事】  受付番号８、申請地は、中河内字■■■■■■■、登記簿地目、田、

現況地目、田、■■■平米、議案書のとおりです。譲受人は、中河内■■

■■■■、■■■■、譲受人は、上河内■■■■■、■■■■、権利の種

類については、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図

及び写真につきましては、資料２－１でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。17番委員。 

【17番委員】  ■■さんは、高齢のため、なかなか作業ができなくなったということ

で、■■さんが譲り受けたということで、■■さんの息子さんも一緒に農

業をして、立派にやっていらっしゃるので、何の問題もないと思います。 

【議  長】  事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主任主事】  ■■さんの農家世帯としての状況ですが、■■■■さん、妻の■■さ

ん、長男の■■さんの３人が農業従事者だそうです。経営主は、令和４年

の農家台帳では■■さんになっております。農業への従事状況ですが、■

■さんの農業経験年数は５０年、農業従事日数は３００日、妻の■■さん

の農業経験年数は４５年、農業従事日数は２００日、長男の■■さんの農

業経験年数は２０年、農業従事日数は２５０日だそうです。■■さんの世

帯の現在の農業経営面積につきましては、自作地は田んぼが■■■■■平

米、畑が■■■■■平米、合計、■■■■■■■平米で、下限面積であり

ます３０アールを超えております。機械につきましては、トラクター２

台、耕運機１台、田植機１台、コンバイン１台を所有しております。ま

た、周辺地域の営農を阻害する要因はない旨、申請書に記載がございます

し、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として特に問題ない

と思われます。そのほか、許可をすることができない場合が定められてい

る農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。この案件に関

して、特に問題ないと思われます。 
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【議  長】  現地調査班の意見をお伺いいたします。10番委員。 

【10番委員】  同じく調査の結果なんですが、写真のとおり、きれいに耕作されてお

りましたので、特に問題はありません。 

【議  長】  それでは、受付番号８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号８について、採決をさせていただきま

す。 

 許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可といたします。 

 続きまして、受付番号９について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主任主事】  受付番号９、申請地は、本郷字■■■■■■■■、登記簿地目、田、

現況地目、畑、■■■平米、議案書のとおりです。譲受人は、中野■■■

■■■■■■、■■■、持分■分の■、中野■■■■■■■■■、■■■

■、持分■分の■、譲受人は、大谷南■■■■■■■■■、■■■、権利

の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図、写

真は、資料３－１となっております。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  先日、現地の確認をいたしまして、特に問題になるようなところはな

かったんですが、現状、耕作されているのかどうかはちょっと不明でした

ので、今後、譲り受けた方が有効に利用していただければいいなというふ

うに考えます。 

【議  長】  事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主任主事】  ■■■さんの農家世帯としての状況につきましては、■さん、妻の■

■■さんの２人が農業従事者であり、■■■さんの弟である■■■■さん

の農家世帯につきましては、■■さん１人が農業従事者だそうです。経営

主につきましては、令和４年の農家台帳では■さんになっておりまして、
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■■さんも世帯員として登録があるということです。農業への従事状況で

すが、■さんの農業経験年数は５０年、農業従事日数は２５０日、妻の■

■■さんの農業経験年数は３０年、農業従事日数は２００日、弟の■■■

■さんの農業経験年数は４０年、農業従事日数は２００日だそうです。■

■■さんの世帯の現在の農業経営面積は、自作地は■■■■■平米で、田

んぼはなし、畑が■■■■■平米です。下限面積である３０アールを超え

ております。機械につきましては、トラクター１台、耕運機１台、軽トラ

ック等を所有しております。機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲

受人として特に問題ないと思われます。そのほか、許可をすることができ

ない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はござ

いません。この案件に関して、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  現地調査班の意見をお伺いいたします。10番委員。 

【10番委員】  こちらも、若干草が生えていたんですが、適正に耕作がされている状

況と思われます。特に問題はありません。 

【議  長】  それでは、受付番号９について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号９について、採決をさせていただきま

す。 

 許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可といたします。 

 次に、議案書６ページ、日程第２、議案第２４号 農地法第５条の規定

による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主任主事】  受付番号５、申請地は、本郷字■■■■■■■、登記簿地目、田、■

■■■■平米、議案書のとおりでございます。転用者は、小田原市飯田岡

■■■■■■■、株式会社■■、代表取締役■■■■、譲渡人は、中新田

■■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、資材置場、権利の種類
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は、賃借権の設定です。現地の案内図等につきましては、資料４－１から

資料４－５をご覧ください。資料につきましては、案内図のほかに、現地

の写真、開発区域図、土地利用計画図、断面図、公図をお配りしておりま

す。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  ここも先日回ってきまして、現状、隣の田んぼのほうに暗渠がありま

したので、場所的には水はけがあまりよくないところですから、ここを資

材置場で使っていただくときに、先日、印をもらいに来たときに言いまし

たが、排水のほう、くれぐれも十分やっていただきたいことと、近年、異

常気象の影響で、オーバーフローとか、結構水がたくさん出ますので、そ

のときにちゃんと処理ができるような形で土留めをちょっと田んぼを上げ

るとか、その辺を検討しておいていただきたいということは伝えました。 

【議  長】  それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主任主事】  こちらは、小田原市にございます株式会社■■が、県央地区での仕事

量の増に伴い、現在使用している綾瀬市上土棚北にある置場が、数年前か

ら地主より移転してほしいとの要望があり、移転場所を探していました

が、要望に合う物件が少なくて困っていたところ、当申請地の紹介を受け

たとのことです。また、県央地区での仕事が多く、海老名はもちろん、県

央、藤沢、厚木、平塚と、申請地の場所は仕事の効率化が大変よくなると

のことで、今回の申請に至りました。 

 資料４－１の中段をご覧ください。今回の申請地ですが、農地の立地基

準は、第３種農地になります。これは、南側の市道に上水道管と下水道管

が埋設され、５００メートル以内に■■■■■■クリニックと■■■■■

■■クリニックがあることから、第３種農地と判断できます。 

 続きまして、資料４－３、土地利用計画図をご覧ください。図は、右側

が北を指しております。申請地の南側に出入口を設置しておりまして、敷

地内は砂利敷き舗装とし、普通車２台、大型車３台の駐車場を整備いたし

ております。被害防除措置につきましては、隣接農地、または道路に排水

及び砂利等で支障を及ぼさないようにし、出入口以外はコンクリートブロ

ックなどで囲い、隣地に流出しないようにする計画となっております。ま
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た、誓約書により、許可後の転用目的どおり、使用の制約や隣地同意書に

よる近隣農地所有者からの同意も得ております。市のまちづくり条例に基

づく協議も手続中とのことから、転用が不確実とされる要因は確認でき

ず、周囲の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと

思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。10番委員。 

【10番委員】  写真のとおり、農地として適正に管理されている水田です。なお、北

側の水田の排水については、側溝もしくはパイプなどで予定されるという

ことで、所有者の方は了解をしているということです。本物件の水田の暗

渠の排水ですが、北側、西側との水田との関わりがある場合に、別の方法

で排水し直すことが必要と考えられます。今のところ特にこれでやるとい

うことが考えられていないということですので、資材置場として砂利敷き

を行いますので、雑草対策も含めて、許可の折には事務局から伝えていた

だければと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

【19番委員】  先ほどの排水の件が20番委員からあったんですけれども、この図面を

見る限り、まず、平面図から考えますと、周りはコンクリートブロック３

段積みで、天端の高さがＦＨ10.10、それに対して、グラウンドフォーメ

ーション、地盤高が10.10というふうになっています。ということは、こ

の土地はレベルであると、平らであると。雨が降った場合にこの水はどこ

へ流れるかという問題なんですけれども、浸透トレンチの集水ますの高さ

の明示がないので、レベルと考えると、完全にこれは田んぼのほうに水が

流れていってしまうのではないかという懸念があります。ですから、でき

ればコンクリートブロックを本来のグラウンドフォーメーションの10.10

から１０センチほど上げて周りを囲っていかないと、この敷地内の排水は

オーバーフローするのではないかというふうに私は感じているのですけれ

ども、どうでしょうか。 

【主任主事】  この件について、代理人の方に確認しましたところ、排水については

どこでやっているか、埋まっているだろうというところで、掘ってみない

と分からないというところもありまして、排水については、来週の月曜日
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に、県の方と近隣の方で、北側にいる■■さんのところにお話を伺いにい

きまして、実際、現場を見まして、詳細を伺いにいくところでありますの

で、排水については代理人の方はそこまで把握していない状況でございま

す。 

【19番委員】  排水の件ではなくて、ここの造成の件なんです。造成の高さなんで

す。造成の高さが、土留めのコンクリートブロックと高さが同一なんです

よ。同一ならばどうなるかというと、これは締め固めちゃいますので、雨

水がたくさん降ると、雨水は流れるところがないので、レベルなので、当

然ブロックを超えて隣の■■さんのほうに水が流れてしまう。ここは残土

も置く場所も決まっていますし、いろいろな資材を置くようになると、浸

透トレンチ側のほうに水が流れないのではないかという懸念があるんです

よ。だから、このコンクリートブロックを最低でも、今の造成した地盤よ

りも１０センチは上げてオーバーフローしないようにしてほしいというの

が私の考えなんですけれども。 

【主任主事】  分かりました。この件については、週明けに代理人の方を含めて協議

していきたいと思いますので。 

【事務局長】  委員のご質問は、図面上、水勾配になっていないのではないかと捉え

るということですね。そこも含めて、もう１回確認をさせていただきま

す。 

 先ほどの北側からの排水を含めてなんですけれども、県のほうに確認し

て、県のほうで、少し猶予いただけるような、そんな話になっております

ので、現段階では、周辺の地権者もオーケーしていますし、必要な対策は

業者はやるというふうに言っていますので、その部分に関しては、あし

た、また調べますけれども、今日審議いただく段階では、進めていただけ

るという前提でやっていただければと思います。 

【議  長】  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑のある方。 

【２番委員】  資料４－３をちょっと見ていただいて、土地利用計画図ですけれど

も、その中で、ちょうど南側のほうに、図面左側のほうに、Ｕ字溝の水路

がありますが、この隣地の境界が、水路からさらに北側のほう、敷地側の
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ほうにまで、水路の土上げ敷きとして残っているんですね。水路は現況の

道路よりも随分低くなります。そんなふうな状況からすると、のりの部分

が雑草が生えるのではないかというおそれがあるので、この辺のところの

管理がしやすいように、施工者のほうで整備していただく必要があるので

はないかということを、きのう、たまたま、現地の調査班の一員として参

加いたしまして、そのように感じましたので、地元がこういったところの

管理がしやすいように、そういった指導をしていただきたいということを

お願いしておきます。 

【主任主事】  こちらの南側の雑草については、株式会社■■のほうで管理していき

ますと確認が取れております。 

【事務局長】  私のほうから補足を。今、２番委員のほうから質疑があったのは、４

－３の図面を右側を縦にしてご覧になっていただくと、東側の２４０１－

１というのが、今、資材置場になっていまして、その資材置場の南西の角

のところ、数字が8.61だか9.61だか、小さく書いてある、この辺の小さい

長方形があると思うのですけれども、ここのところが水路と、それから、

資材置場の間がなぜか空いていまして、そこに草が生えていると、それと

同じになっては困るよという、ここにも残地でもないのですけれども、土

地利用するところと水路の間が若干長い、22.06という数字が入っている

あたりで、長い短冊に空いている、ここのところに雑草が生えたら、結局

は地域が管理しなければいけなくなる可能性があるから、ここは■■さん

で管理するように、そういう確認を現地調査班からいただいたので、きの

う、事務局から、■■に確認してやりますよという話になりましたという

ことでございます。 

【議  長】  ほかに質疑のある方。 

【３番委員】  周りの耕作者は全部オーケーしているわけですよね。それと、あと１

つ、口頭ではなくて、書面でもちゃんと入っているんですかね。 

【主任主事】  書面はあります。 

【３番委員】  それなら問題ないと思うんですけどね。 

【議  長】  ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】  ないようでしたら、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号５について、採決をさせていただきま

す。 

 許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当といたします。 

 続きまして、受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主  査】  受付番号６、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米、議案書のとおりでございます。転用者は、本郷■■■■

■■、学校法人■■■■、理事長■■■■、譲渡人は、本郷■■■■■■

■、■■■■、転用の目的は、駐車場、権利の種類は、所有権の設定で

す。現地の案内図等につきましては、資料５－１から資料５－７をご覧く

ださい。資料につきましては、案内図のほかに、現地の写真、土地利用計

画図、構造図、雨水浸透施設計算書、公図の写しをお配りしております。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。12番委員。 

【12番委員】  この案件につきまして、先日、代理人の方が来られまして説明を受け

ました。学校法人■■■■■■の駐車場の不足、幼稚園の行事等が大変多

く、開催するときには近隣の会社の駐車場などを借りて対応してきまし

た。しかし、慢性的な駐車場不足だそうでありました。また、隣接してい

る畑を購入して、現在ある駐車場と一体にするという計画でございます。

現駐車場の２分の１の面積以内なら転用可能であると、１回限りと聞いて

おります。隣接する農地の日照等の問題もなく、排水対策もしっかりと計

画されて、特段問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】  こちらは、本郷■■■■■■、学校法人■■■■、理事長■■■■

が、■■■■■■■■の駐車場を拡張するための転用申請となります。■

■■■■■■■は、最寄りの公共交通機関の便が悪く、通園バスを利用す

る園児もいますが、父兄の車両での通園が大半を占め、現在使用している
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父兄用の駐車場、こちら、３１台ですが、こちらが飽和状態となり、路上

駐車などで近隣住民の方々へ迷惑をかけている状況とのことです。また、

行事の際には、近隣企業等の駐車場へ一時使用を依頼している状況とのこ

とです。そのため、現在使用している駐車場に隣接していることから、防

犯管理の面で優れており、近隣に住宅が少なく、車両の出入り等の騒音等

で迷惑をかけることもない、当該用地を購入し、父兄用駐車場として利用

を図る目的で今回申請されました。 

 資料５－１の中央の農地区分をご覧ください。今回の申請地の農地の立

地基準ですが、１０ヘクタール以上の農地の広がりがある区域内における

土地で、甲種農地、第３種、第２種農地の要件はなく、第１種農地になり

ます。第１種農地は農地転用が原則不許可となる立地区分でありますが、

東側隣地は平成１５年に■■■■■■■■の駐車場として転用されてお

り、既存の施設の拡張であれば、現在の駐車場の２分の１を超えない面積

まで、今回の拡張の場合ですが、４４１平方メートルまで転用は可能とな

ります。ただし、拡張できるのは１回のみとなっております。 

 続きまして、資料５－２の土地利用計画図をご覧ください。図は、上側

が北を指しております。申請地の南側に出入口を設置いたしまして、施設

内は砂利敷きとしまして、普通車１６台の駐車場を整備いたします。雨水

につきましては、雨水浸透ますや雨水トレンチを設置いたしまして、施設

内浸透処理とする計画となっております。また、周囲につきましては、申

請地の北側は畑、東側は駐車場、南側は道路、西側は資材置場となってお

り、北側、西側との境界は、コンクリートブロック擁壁を設置し、土砂等

の流出を防ぎます。また、フェンスを設置し、ごみ等の飛散を防止しま

す。南側はアスファルト舗装にて土砂の崩壊、流出を防ぎます。 

 以上のことから転用が不確実とされる要因は確認できず、周囲の土地へ

の被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。10番委員。 

【10番委員】  農地として適正に管理されておりました。今回の所有権の移転によっ

て、残った農地は、農地以外に囲まれてしまうことになりますが、排水、

その他の出入口の関係等、支障はないと思われます。 
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【議  長】  それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号６について、採決をさせていただきま

す。 

 許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当といたします。 

 次に、議案書７ページ、日程第３、議案第２５号 相続税の納税猶予に

関する適格者証明についてを議題といたします。 

 受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号３、被相続人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、相続

開始年月日は、令和３年１１月１２日、申請人は、大谷南■■■■■■■

■、■■■、特例農地等の明細でございますが、大谷字■■■■■■、現

況地目、畑、登記簿地目、田、農振農用地区域内、■■■平米、ほか■

筆、合計、■■■■■平米になります。これらの農地につきまして、５月

１０日に事務局で現地を確認いたしましたが、農地として適正に管理され

ていることを確認いたしました。また、■■さんは農業経験もあり、農業

を行う意思もあることから、この案件につきましては特に問題ないと思わ

れます。 

【議  長】  それでは、受付番号３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号３について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 
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 続きまして、議案書８ページ、受付番号４について、事務局から提案説

明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号４番、被相続人は、社家■■■■■■■■、■■■■、相続

開始年月日は、令和３年８月２１日、申請人は、社家■■■■■■■■、

■■■■、特例農地等の明細でございますが、社家■■■■■■■、現況

地目、畑、登記簿地目、畑、生産緑地、■■■平米、ほか■筆、合計、■

■■■■平米になります。これらの農地につきましても、５月１０日に事

務局で現地を確認し、農地として適正に管理されていることを確認いたし

ました。この案件につきましては特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号４について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 次に、議案書９ページ、日程第４、議案第２６号 引き続き農業を行っ

ている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号５、被相続人は、下今泉■■■■■■■、■■■、相続人

は、上今泉■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期

間は、平成３１年４月２７日から令和４年５月２０日までです。特例農地

等の明細ですが、上今泉字■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地

目、田、農業振興地域内、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおり、合

計、■■■■■■■■平米でございます。事務局で現地調査をしましたと

ころ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思わ

れます。 

【議  長】  それでは、受付番号５について、質疑のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号５について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 続きまして、議案書１０ページから１１ページの受付番号６ですが、11

番委員が申請者本人として、農業委員会等に関する法律第３１条議事参与

の制限に該当しますので、受付番号６の審議終了まで退席をお願いいたし

ます。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

（11番委員 退席） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号６、被相続人は、杉久保北■■■■■■■、■■■、相続人

は、杉久保北■■■■■■■、■■■、引き続き農業を行っている期間

は、令和元年５月２３日から令和４年５月２０日までです。特例農地等の

明細ですが、杉久保字■■■■、現況地目、田、登記簿地目、田、農業振

興地域内、■■■平米、ほか■■筆、議案書のとおりでございまして、合

計、■■■■■■■平米でございます。事務局で５月１０日に現地調査を

したところ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題ない

と思います。 

【議  長】  それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号６について、採決
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をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

（11番委員 着席） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 続きまして、議案書１２ページ、受付番号７について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号７、被相続人は、今里■■■■■■、■■■、相続人は、今

里■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、令

和元年５月２３日から令和４年５月２０日までです。特例農地等の明細で

ございますが、社家字■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地目、

田、農業振興地域内、■■■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりで、合

計、■■■■■■■■平米でございます。事務局で５月１０日に現地調査

をしたところ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題な

いと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号７について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 続きまして、議案書１３ページ、受付番号８について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号８、被相続人は、中野■■■■■、■■■■■、相続人は、
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中野■■■■■■■■■、■■■、引き続き農業を行っている期間は、令

和元年５月２３日から令和４年５月２０日までです。特例農地等の明細で

ございますが、中野■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、

農業振興地域内、■■■■■平米のうち■■■■■平米、合計、■■■■

■平米でございます。事務局で５月１０日に現地調査をしたところ、農地

として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  受付番号８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号８について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 続きまして、議案書１４ページ、受付番号９について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号９、被相続人は、社家■■■■■、■■■■、相続人は、社

家■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、令

和元年５月２３日から令和４年５月２０日までです。特例農地等の明細で

ございますが、社家字■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、

畑、■■■平米、こちらは筆全体の面積■■■平方メートルのうち農地部

分が■■■平方メートル、こちら、農地部分の全てが生産緑地となりま

す。ほか■筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■■■■平米でござい

ます。事務局で５月１０日に現地調査をしたところ、農地として適正に管

理されておりましたので、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号９について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号９について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 次に、議案書１５ページ、日程第５、議案第２７号 引き続き特定貸付

けを行っている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  この証明は、相続税納税猶予の特例適用を受けている農地について、

特定貸付けをしている方が、３年ごとに引き続き相続税納税猶予の特例を

受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必要な証明となります。

この３年間において相続税の納税猶予を受けている農地が特定貸付けさ

れ、農地として利用されているかという部分を農業委員会が証明します。 

 受付番号２、被相続人は、勝瀬■■■■、■■■■■■、相続人は、静

岡県伊東市八幡野■■■■■■■■■■、■■■■■、引き続き特定貸付

けを行っている期間は、令和元年５月２３日から令和４年５月２０日まで

です。特例農地等の明細ですが、勝瀬字■■■■■、現況地目、田、登記

簿地目、田、農業振興地域内、■■■平米、議案書のとおりでございま

す。こちらについては、利用集積の申出書が出ておりまして、大谷北■■

■■■■■■■、■■■■さんが耕作をしております。事務局で現地調査

をしたところ、農地として適正に管理されておりました。特に問題ないと

思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 
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【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 次に、議案書１６ページ、日程第６、議案第２８号 農用地利用集積計

画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 受付番号２６ですが、３番委員が借り手として、農業委員会等に関する

法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、受付番号２６の審議終

了まで退席をお願いいたします。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

（３番委員 退席） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 受付番号２６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて当事者よ

り申出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程します。この

審議を経て、海老名市に対し計画案を送付しまして、農用地利用集積計画

を定めるよう要請します。海老名市は、それに基づき、農用地利用集積計

画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じます。海老

名市では、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終期を１２

月末としております。 

 受付番号２６、借り手は、中河内■■■■■■、■■■■、貸し手は、

中河内■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、中河内字■■■■

■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか■筆です。貸し借りの種類

は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和４年６月

１日から令和５年１２月３１日までの２年間です。こちら、農振農用地域

内３件、農業振興地域内１件の新規の計画となります。この案件につきま

して、５月１０日に事務局で現地確認をいたしましたが、現地は農地とし

て適正に管理されておりました。また、借り手は認定農業者で、農家との

農用地集積計画の法的要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号２６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２６について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 暫時休憩といたします。 

 （休 憩） 

（３番委員 着席） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 続きまして、受付番号２７について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主幹兼係長】  受付番号２７、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸

し手は、大谷北■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、大谷字

■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、■筆、貸し借りの種類は、賃

借権の設定、利用目的は、施設園芸、貸し借りの期間は、令和４年６月１

日から令和６年１２月３１日までの３年間です。こちら、農振農用地域内

１件の新規の計画となります。この案件につきまして、５月１０日に事務

局で現地確認をいたしましたが、現地は農地として適正に管理されており

ました。また、借り手は認定農業者で、農家との農用地集積計画の法的要

件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしており、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号２７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２７について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 
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          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 続きまして、受付番号２８ですが、お諮りいたします。 

 受付番号２８から、議案書１７ページ、受付番号３０までは、借り手が

同じ方でございます。よって、３つの計画案について、説明、質疑、意

見、採決について一括して行いたいと思いますが、ご異議ございませんで

しょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 

 借り手の■■■■さんは新規就農者で、本日、本人をお呼びしておりま

す。審議に入る前に、■■さんから、利用集積計画のプレゼンテーション

をしていただき、皆様から質疑等があればお答えを願いたいと思います

が、よろしくお願いいたします。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 事務局から、■■さんの紹介を含めて、説明をお願いいたします。 

【事務局長】  新しい委員の皆さんにとっては突然の展開かと思いますけれども、議

案書にありますとおり、借り手の農地面積と書く欄があるのですけれど

も、受付番号２８、２９、３０というのはゼロなんですね。他市での営農

の証明とかがあれば別なんですけれども、そういうのも特になくて、海老

名でこれからやりたいという方につきましては、利用計画の審議をする前

に、原則として、営農計画の説明をしていただくということになっており

ます。どんな方がどんなふうに海老名で農業をやっていこうかというの

を、あらかじめ知っておいていただいてから、利用計画の審議に移ったほ

うがいいんじゃないかということで、結構昔からやっていることのようで

ございます。 

 改めましてなんですが、私の向かって右隣に座っていらっしゃるのが、

使用賃借権の設定により、海老名市内で営農計画しております、現在、茅

ヶ崎市にお住まいの■■■■さんでございます。お手元に、■■さんの営
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農計画書、とじてある資料の一番最後、都合４枚にわたって、参考資料と

いうことでついておりますので、それにつきまして、今から簡単にご説明

していただく予定になっております。 

 その前に、自己紹介も含めて、よろしくお願いいたします。 

【議  長】  それでは、■■さん、簡潔に説明をお願いいたします。 

【■■■■】  ■■■■と申します。よろしくお願いいたします。 

 私、住まいは茅ヶ崎なんですけれども、このたび、ご縁があって海老名

市のほうで就農を希望させていただくに至りました。よろしくお願いしま

す。 

 営農計画書がお手元に行っていると思うんですけれども、神奈川県の農

業アカデミーのほうで１年勉強させていただいた後に、海老名市でお世話

になることに決めまして、メインの作物としてゴマを考えております。ゴ

マを軸に、これから計画どおりにやっていこうと思っています。なかな

か、ゴマと言うと珍しいと思うんですけれども、それについても、やみく

もにではなくて、三重県に九鬼という会社がありまして、このマーケティ

ング部なのですが、栽培振興している人間が私の大学の同級生です。そこ

の紹介でゴマをつくろうと思いました。その会社からバックアップも受け

られる状況にありますので、大丈夫じゃないかと思っているんですけれど

も。 

 三重県は５年前は、ゴマの生産、ゴマは98.5％輸入なので、ゴマの取れ

高は県外のところから去年で実績で全国２位まで上がっています。それは

ひとえに九鬼という会社が振興したおかげということで理解しています。

一番は、絶対王者としては喜界島、島なので、害虫が飛んでこないという

ことで、そこは有機をやっているらしく、国産の大体７割ぐらいがそこで

取れるという話を聞いています。県外でも九鬼が振興を始めたということ

で、私もそれに乗って、作目としてゴマを選ばせていただくに至りまし

た。 

 海老名市については、全くご縁がないわけでもなくて、私、実はこの前

までサラリーマンをやっていたんですけれども、希望退職を募られて、そ

れに応募したんですが、職業は■■■という会社に１７年間勤めていまし
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た。海老名市に対して非常に認識があったという面もあって、今回、海老

名市において就農を希望するに至りました。よろしくお願いします。 

【議  長】  ■■さんからの説明が終わりました。皆様から質問がありましたら、

遠慮なくしていただきたいと思います。どなたかございませんか。 

【20番委員】  通いですか。 

【■■■■】  通いです。大体片道４０分ぐらいなので、通えるかなと思っておりま

す。 

【12番委員】  １点ちょっとお聞きしたいんですけれども、令和４年で年間の農業所

得４７万8,000円、1,600時間の労働時間でございまして、４年後には2,40

0時間で２６４万円の収入を得るというふうな目標でございまして、来年

にしても１００万円近くの収入を目標にしているのですけれども、家族２

人で奥さんも働いているということでございますが、生活するには余裕が

あると思うんですけれども、もう少し1,600時間の間に余裕時間があるの

ではないかと思います。そうした点で、近隣農家なりに、市のあっせん等

で、農家が臨時雇用したいとか、そういった面があるときには、援農とい

う形で働いても、いろいろな農家の実際の苦労を知るわけで、いいんじゃ

ないかと思っていますので、どのような点でまたかなりの時間が1,600時

間の余裕時間のある中で働いてみたらいかがですかというふうな希望なん

ですけれども。 

【■■■■】  おっしゃるとおりで、時間は、やってみたことがないというのもあっ

て、はったりぎみに進んでいるんですけれども、ぜひご機会をいただけれ

ばそういうチャンスも物にしたいと思っています。農家さんでどういうふ

うな実作業をされているかということは非常にためになりますので、そう

いう機会があれば、ぜひご紹介いただきたく、よろしくお願いします。 

【２番委員】  経営面積の関係ですが、今回の申請の関係先もそうですけれども、当

面４０アールということで、令和８年目標で４２０アールという目標、１

０倍を超える面積の計画ですが、見込みとして、海老名市内で借りるなり

取得するなりされて、このめどというのは、海老名市内で確保していこう

ということですか。 

【■■■■】  今のところはそう考えております。ゴマ自体は、作目自体は弱い作目
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ではないので、水田跡地とかも行く行くは視野に入れたいなと思っていま

す。 

【議  長】  ほかにございますでしょうか。 

 ちょっと私からお聞きしたいんですけれども、この中で、小麦とか、大

豆とかがあるわけなんですが、例えば令和８年で小麦が９０アールです

か、これは機械とか何かは。 

【■■■■】  今のところは元手は不如意なんですけれども、積極的に増やしていき

たいと考えています。どちらかというと、そういう方面で拡大していきた

いと思っています。あくまでも人を雇用するというのは、責任的に、今の

段階で、計画書においてもうたえないなという考えで、機械化のほうにシ

フトしています。 

【議  長】  ９０アールを、今の段階で機械がないわけですよね。あと４年でそれ

ができるのかなとちょっと不安に思うんですけれども。 

【■■■■】  主に金銭面で、ちょっとまだ先が見えていないので、私も二の足を踏

んでいる部分があるんですけれども、もちろん今の段階で、借入金等は考

えていません。ただ、先行きが見えた段階で、思い切って借入れも、政策

金融公庫のほうなどに図って行って、拡大する機会が捉えられれば、それ

はやっていきたいと思っています。機会もいろいろいただけたらと思って

いますので、よろしくお願いします。 

【議  長】  ほかに何かございますでしょうか。 

【３番委員】  私は不勉強なんですが、ゴマについての現状というか、ゴマというの

は、どういうふうに流通して、日本国内において、キロどのぐらいで売買

されているのか。勉強のために細かいことを聞きたいのですけれども。 

【■■■■】  ゴマについては、各ゴマ油のメーカーがゴマ油を出しているのですけ

れども、ほとんどゴマ油用になります。ゴマはつくったものについては。

各社ゴマ油の仕入れ先は、９５％以上は輸入なんですけれども、輸入先の

大きなところとしてはアフリカ、ミャンマーを含むアジア、あと南米です

ね。比較的貧しい国が多いので、恐らくは、現場を見ていないので分から

ないのですけれども、大規模プランテーション農場でやっている作目だと

思います。先ほど申し上げましたように、国内の九鬼というメーカーが国
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産化に向けて動き出して、今、ゴマの買取価格がキロ2,000円です。国産

のゴマで。１トンで大体、飼料では７０キロ、実は先進農家さんで修行す

るつもりなんですが、そこで聞いたところでは９０ぐらいということなの

で、１反で大体１４万から１６万ぐらいになるという計算なので、もちろ

ん面積も求めていかなければいけないと思うんですけれども、去年、アカ

デミーさんで栽培させてもらったりしたんですが、比較的手はかからない

かなというふうな感じは受けています。 

【３番委員】  最終的には２１０アール、２町１反借りるという計画なんだけれど

も、なかなかちょっと無謀だなという感じがするので、２人でやるにはち

ょっと大変かなと思いますけれども。分かりました。 

【20番委員】  消毒というのはやっぱりするんでしょうか。 

【■■■■】  はい。 

【20番委員】  虫関係。 

【■■■■】  虫ですね。最大の害虫はオオタバコガとカメムシ。 

【20番委員】  機械というか、しょって。 

【■■■■】  今のところ背負い動噴を手に入れたので、背負い動噴でやろうと思っ

ていますけれども、面積に至っては背負い動噴では間に合わないので、そ

のときにはセット動噴を何とかならないかなというふうに考えています。

今のところめどがたっているわけじゃないんです。 

【議  長】  ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、質疑も出尽くしたようですので、ここら辺で■■さんには

退席をしていただき、ありがとうございました。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 受付番号２８から３０について、事務局から一括して提案説明をお願い

いたします。 

【主幹兼係長】 受付番号２８から３０は借り手が同一のため、住所等の説明は、受付

番号２８以降、議案書のとおりとさせていただきます。 
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 受付番号２８、借り手は、茅ヶ崎市松が丘■■■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、本郷■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、本

郷字■■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、ほか■筆、貸し借

りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間

は、令和４年６月１日から令和８年１２月３１日までの５年間です。こち

ら、農業振興地域内２件の新規の計画となります。この案件につきまして

も、５月１０日に事務局で現地確認を行いましたが、現地は農地として適

正に管理されておりました。また、借り手は新規就農ではありますが、農

家で、農家との農用地集積計画の法的要件が定められている農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思わ

れます。 

 引き続きまして、受付番号２９、借り手は、■■■■、議案書のとお

り、貸し手は、本郷■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、

本郷字■■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■■■平米、■筆、貸し

借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間

は、令和４年６月１日から令和８年１２月３１日までの５年間です。こち

らも農業振興地域内１件の新規の計画となります。この案件につきまして

も、５月１０日に事務局で現地確認をいたしましたが、現地は農地として

適正に管理されておりました。また、借り手は農家で、農家との農用地集

積計画の法的要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

 引き続きまして、受付番号３０、借り手は、■■■■、議案書のとお

り、貸し手は、本郷■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、本郷

字■■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、■筆、貸し借りの種

類は、使用貸借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令和

４年６月１日から令和８年１２月３１日までの５年間です。農業振興地域

内１件の新規の計画となります。この案件につきましても、５月１０日に

事務局で現地確認をいたしましたが、現地は農地として適正に管理されて

おりました。また、借り手は農家で、農家との農用地集積計画の法的要件

が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満た
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しており、特に問題ないと思われます。 

 こちら、一括して説明させていただきました。 

【議  長】  それでは、受付番号２８から３０について、一括して質疑のある方。 

【20番委員】  先ほどの話の中で、周辺に住宅とかはあるんですか。近場に。要は、

本郷のうちの近くにもいるんですが、畑がすぐそばにあって、消毒をやる

と、風向きによって、家のほうに来たりとか、洗濯物ににおいがついたり

とかすることをよく聞いたことがあるので、その辺で、家が近くにあった

りとかするのであれば、その辺のことをちゃんと明記しておいてもらえれ

ばと思います。 

【主幹兼係長】  今、地図の資料がないので、皆様にお見せすることはできないんで

すけれども、本郷地区でもともと全部ここは畑として適正に管理されてい

るところですので、今までの畑としての管理と同じであれば、ほとんど問

題はないと思われます。先ほどゴマのお話の中で消毒があるというような

ことがありましたので、そういったことが周りにどのような影響を及ぼす

かにつきましては、こちらのほうで確認しまして、洗濯物とか、そういっ

たものに迷惑がかからないようにするよう耕作者に伝えしておきます。 

【議  長】  ほかに質疑のある方。 

【17番委員】  この４筆は隣接している畑なんですか。 

【主幹兼係長】 ■■■■さんのところは隣接しています。あとの■■■■■と■■■

■■というところも近しいところということですね。■■さんに確認をし

たほうがいいかもしれないですね。 

【12番委員】  耕作地、■■さんの借用予定地のところの場所ですけれども、２か所

に分かれています。 

【主幹兼係長】 ■■■■さんのところと■■■■さんのところが１個隣接していまし

て、本郷の■■■■■■のところから入った居酒屋さんの裏をＬ字にこの

お２方が持って、そこが１か所、もう１か所が■■さんの名義で、12番委

員さんのお宅のすぐ南側のところが１か所という感じになっていまして、

その２か所の予定になっています。 

【17番委員】  ということは、２か所に分かれているということ。 

【主幹兼係長】 そうですね。 
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【19番委員】  営農組織ですね、生産組合とか、そういうところとの話合いというの

はできているんでしょうか。加入するとか、そういった話の手続は。ただ

単に農業を始めますという段階なのか。 

【事務局長】  まだ本人がいらっしゃるので確認はしますが、こちらについては、農

地法３条と違って、地域との調和要件というのは別段定められていなく

て、先ほどの説明の中で、貸し手と借り手について当事者から申請があり

ました。当事者の中で話合いがついているものについて市長に申請があっ

て、市長から農業委員会で、この計画、大丈夫なら決定してくださいとい

う、そういう形になっていますので、基本的には取れているものというふ

うに思います。 

【議  長】  ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２８から３０につ

いて、一括して採決をさせていただきたいと思います。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１８ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議に

よらない案件の（１）農地法第３条の３第１項の規定による届出について

を案件といたします。 

 受付番号１について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  相続など、農地法の許可を要しない農地の権利取得につきまして、

権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないこと

となっております。農業委員会としましては、耕作者のあっせん希望があ

った場合のみ、現地調査をいたします。 

 では、議案書の１８ページをご覧ください。受付番号１、こちらは、千

葉県にお住まいの■■■■さんの死亡による相続です。権利を取得した者

は、埼玉県大宮市北袋町■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■
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■、持分■分の■、ほか■名、権利を取得した日は、令和３年９月６日、

権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会によ

るあっせん等の希望は、ありとなっております。届出に係わる土地の所在

ですが、中河内字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■

■平米、■筆、議案書のとおりです。今回は、あっせん希望がありました

ので、５月１０日、事務局で現地を確認してまいりました。申請地は管理

されておりました。 

 こちらですけれども、今日、別添でお配りした１枚もののＡ４の議案書

１８ページと書いてあるものに、この案内図、申請地、中河内字■■■■

■■■■という１枚ものがありますが、これが現地の地図になっておりま

す。これが現地の案内図なのですけれども、こちら、現在のところは管理

をされております。申請者からは、遠縁の者が申請地の近所に住んでいら

れて、ご自身でやっていたかは不明だけれども、以前はその方を通じて耕

作をしていたようであると、しかし、そのご親戚も亡くなってしまい、親

戚のお連れ合いなどに確認をすると、もう耕作はしない予定だと伺ってい

るそうです。現在は管理されていた形跡があるんですけれども、今後は分

からないということから、農業委員会のほうにあっせん依頼が来ておりま

す。委員会の委員で、どなたか耕作できる方に心当たりがあった場合に

は、事務局へご連絡いただくようお願いいたします。 

【議  長】  それでは、受付番号１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、届出については了承としたいと思いますが、ご異

議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

 次に、議案書１９ページから２２ページ、農地転用届出による専決処分

についてを案件といたします。 

 １９ページから２０ページの農地法第４条の受付番号８から１３、２１

ページの２２ページの農地法第５条の受付番号１８から２２、合わせて１

１件について、事務局から一括して説明をお願いいたします。 



 30

【主幹兼係長】  それでは、農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する

場合には、原則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定され

ておりますが、市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転

用する場合には、許可を要しないこととなっています。それを定めている

のが農地法第４条第１項第８号と農地法第５条第１項第７号です。 

 議案書１９ページ、農地法第４条第１項第８号の規定による届出です。

届出期間につきましては、令和４年４月１日から４月３０日までの間に届

出がされたものです。受付番号８から１３の６件で、田、０平米、畑、1,

489.32平米、合計、1,489.32平米です。 

 続きまして、議案書２１ページをご覧ください。農地法第５条第１項第

７号の規定による届出です。届出期間につきましては、令和４年４月１日

から令和４年４月３０日までの間に届出がされたものです。受付番号１８

から２２までの５件で、田、１４１平米、畑、1,302.52平米、合計、1,44

3.52平米です。これらにつきまして、専決処分で受理したことを一括して

報告いたします。 

【議  長】  それでは、一括して質疑をお受けいたします。何かございますでしょ

うか。 

【19番委員】  届出ですけれども、工事をしても構わないんですか。 

【事務局長】  届出というのは、市街化区域内の農地については、転用の許可がなく

ても、農業委員会に届け出れば、届出の瞬間から転用の効力が出るという

ことです。ご質問の後段の始めていいのかというのは、あらかじめ届け出

るということになっていますので、届け出る前に工事をしては駄目です。 

 ついでなのでご説明させていただくと、何で市街化は届出で済むのかと

いう話なんですけれども、市街化区域なので、もともと市街地的な利用を

するエリアになっているから、そこまで県知事の許可をもらうのかという

のが法の趣旨になっていまして、ただ、自由に畑をお店にしたりとか、家

を建てて、それでいいのという話になってくれば、やっぱり困るので、そ

こはあらかじめ農業委員会に届け出て、届出の中で、周辺にまだ農地があ

ったりする場合は、農地に迷惑をかけませんと書く欄がありますので、そ

こも含めて届け出ていただく。また、その届出は正副２通同じものを書い
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て出します。副のほうに奥書証明といって、会長の名前と印を押して、こ

れが届け出た証ですよということでお渡ししています。それがないと登記

簿の地目を農地からそれ以外のものに書き換えられない、要するにあらか

じめ農業委員会に届出しましたと、なので雑種地にしますとか、そういっ

たふうに登記簿を書き換えさせてくださいと登記官に持っていくときにそ

れが必要になってくるということです。その届出が議案書でいくと一番右

側の日にあって、もう出しましたよということなので、最近はないんです

が、中には、届出の手続きをしただけで、畑から別の用途に変えたがその

まま登記していない、地目を変えていないというのもあるんですけど、基

本的には届出で変えられるというふうにご理解ください。ただ、生産緑地

は別の縛りがありますので、簡単に変えられないというのがあります。 

【議  長】  ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

【19番委員】  一番最初の審議のとき、田んぼの中に地役権が設定されているのがあ

ったんですよ。一番最初のときに、中河内ですか、資料１－１の公図のと

ころに、東電線の地役権だと思うんですが、田んぼの中に斜めに入ってい

る線がありますよね。地役権というのは農地の場合、どういう制約を受け

るんでしょうか。普通、住宅地ですと、高度、高さとか、そういった問題

は制約は受けるんですが、農地の場合はあまり制約というものはないんで

しょうか。 

【事務局長】  前の委員からも同じ質問がありました。結論からいくと、東京電力の

ほうについては特に問題ないということになります。 

【議  長】  ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】  それでは、事務局から何かございますでしょうか。 

【事務局長】  ないです。 

【議  長】  ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。長時間、あ

りがとうございました。 

                               


